
（取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 病院事業 ― ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

●

取組事項 （水道・簡易水道・下水道事業以外）広域化等

実施済 ●

３つの市立病院のうち、市民
病院と香川診療所を移転統
合した病院、「高松市立みん
なの病院」を本市医療の最適
化を目指すリーディングホス
ピタルとして整備し、平成３０
年９月に開院した。また、現
在、塩江分院をみんなの病院
の附属医療施設として整備を
進めており、再編後は、医師
や看護師等の確保、医療情
報システム及び物品管理情
報システム等についても、一
体的な運用に努めることとし
ている。

平成

30 9 1

実施予定
年 月 日

百万円(年)

検討中

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 市場事業 ― ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における
中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

現在は、現行の経営体制・手法を継続するが、市場施設の施設の老朽化に伴う再整備の進捗にあわせて検討したい。

●

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 と畜場事業 ― ―

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

●

18 4 1

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ●

　本市食肉センターは、従来
より管理委託により運営して
おり、平成１５年の地方自治
法の改正により指定管理者
制度への移行が必要となった
為、本市で制度導入が始まっ
た平成１８年４月から移行した
ものです。
　指定管理者制度では、指定
管理者が施設管理を効果的・
効率的に実施できるよう、業
務範囲を管理運営全般とし、
それに係る管理経費を市は
指定管理者に対して支払いま
す。また、効率的な運用が図
られるように施設所管課は、
施設の管理運営方法が適切
であるかの検証を行うととも
に、適宜、見直しを行っていま
す。

代行制 利用料金制

実施予定

検討中

年 月 日

百万円(年)

平成

●  

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

検討中

年 月 日

19 百万円(年) ・委託料　年▲１９百万円
指定管理者制度を導入した平成１８年度と導入前の平成１７年
度を比較したもの。委託料の内訳については、当時の資料が無
く、不明。

平成

●  18 4 1

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ●
駐車場の管理・運営（施設管
理、場内整理、料金徴収、精
査）・営業を包括的に委託

代行制 利用料金制

実施予定

●

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 駐車場整備事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 下水道事業 公共下水道 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

● ●

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設

の統廃合

処理場廃止あり 処理場廃止なし

年 月 日

公共下水･流域
下水の統合

公共下水同士
の統合

集落排水･公共下水との
統合

特環下水と公共下
水との結合

その他

汚泥処理の
共同化

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理施設の
選択（最適化）

実施予定

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

百万円(年)

検討中 ●

香川県汚水処理事業効率化
協議会に参加する中で、当該
協議会において示された今
後取り組む施策メニューにつ
いて、近隣市町と連携を図り
ながら、当市にとって将来に
わたり、安定的かつ効率的な
事業運営を行うために必要な
施策を引き続き検討する。

当市は合併により、流域下水道を単独公共下水道に編入して
いることや、し尿処理について、近隣市町と共同処理（MICS事
業）を行っていることから、今後、更なる広域化・共同化等を推
進する手法について検討する必要がある。

19 4 1

実施予定 年 月 日

実施済 ●

実施開始から３年契約を４
期、平成３１年度からは５年
契約とし、期を重ねるごとに
管理対象施設と業務範囲を
拡大してきたところである。導
入以前に職員は４５人在籍し
ていたが、令和３年度末現在
において３３人まで減少させ
た。（流域下水道及び他課か
らの事務移管分を除き、特定
環境保全公共下水道分を含
む。）

・下水道法、水質汚濁防止法
等に基づく放流水質基準
・脱水汚泥の含水率
・雨水ポンプ場の適切な運転
管理
・再生水の水質　等

平成

93 百万円(年) 人件費　▲93（百万円）
（特定環境保全公共下水道分を含む、人員削減による人件費
縮減額換算）

検討中

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

（取組の概要） （（実施済のみ）性能発注内容） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

● ●

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設

の統廃合

処理場廃止あ
り

処理場廃止なし

年 月 日

公共下水･流域
下水の統合

公共下水同士
の統合

集落排水･公共下水との
統合

特環下水と公共下
水との結合

その他

汚泥処理の
共同化

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理施設の
選択（最適化）

実施予定

取組事項 民間活用（包括的民間委託）

百万円(年)

検討中 ●

香川県汚水処理事業効率化協議会に参加す
る中で、当該協議会において示された今後取
り組む施策メニューについて、近隣市町と連携
を図りながら、当市にとって将来にわたり、安
定的かつ効率的な事業運営を行うために必要
な施策を引き続き検討する。

当市は合併により、流域下水道を単独公共
下水道に編入していることや、し尿処理につ
いて、近隣市町と共同処理（MICS事業）を
行っていることから、今後、更なる広域化・共
同化等を推進する手法について検討する必
要がある。

19 4 1

実施予定
年 月 日

実施済 ● 実施開始から３年契約を４
期、平成３１年度からは５年
契約とし、期を重ねるごとに
管理対象施設と業務範囲を
拡大してきたところである。
導入以前に職員は４５人在
籍していたが、令和３年度末
現在において３３人まで減少
させた。（流域下水道及び他
課からの事務移管分を除
き、公共下水道分を含む。）

・下水道法、水質汚濁防止法
等に基づく放流水質基準
・脱水汚泥の含水率 等

平成

93 百万円(年)
人件費　▲93（百万円）
（公共下水道分を含む、人員削減による人件費縮減額換算）

検討中

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（取組の概要） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 下水道事業 特定地域排水処理施設 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

実施済 ●
個人設置による浄化槽維持
管理に要する費用との公平
性の確保及び行政コスト縮減
の観点から、特定地域排水処
理施設（公設浄化槽）をそれ
ぞれの使用者に移譲すること
とし、事業を廃止するもの。

全部廃止 一部廃止

 ②簡易水道事業の飲料水供給施設化

取組事項 事業廃止

●

日 ③事業目的の完了

●

令和

●  
4 3 31

 ①診療所化・介護施設化

検討中

④民営化・民間譲渡による廃止
 ⑤広域化による廃止
 ⑥その他

2 百万円(年) ①通信運搬費　　28,464円
②委託料　　　1,472,900円
③手数料　　　　140,365円
④修繕費　　　　379,500円　　　計　　　2,021,229円

実施予定
年 月

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

高松市 下水道事業 農業集落排水施設 ―

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的

民間委託
PPP/PFI方式

の活用
地方独立行政法

人への移行

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

●

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設

の統廃合

処理場廃止あり 処理場廃止なし

年 月 日

公共下水･流域
下水の統合

公共下水同士
の統合

集落排水･公共下水との
統合

特環下水と公共下
水との結合

その他

汚泥処理の
共同化

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理施設の
選択（最適化）

実施予定

百万円(年)

検討中 ●

農業集落排水施設については、小規模であり、か
つ、高齢化による人口減少も顕著であることから、
今後の事業の方向性も踏まえ、広域化・共同化等
を検討する必要がある。

香川県汚水処理事業効率化協議会に参加
する中で、当該協議会において示された今
後取り組む施策メニューについて、近隣市
町と連携を図りながら、当市にとって将来に
わたり、安定的かつ効率的な事業運営を行
うために必要な施策を引き続き検討する。

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（令和4年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況


